
酒

税

法

施

行

令

の

一

部

を

改

正

す

る

政

令

新

旧

対

照

表

改

正

後

改

正

前

（
納
期
限
の
延
長
の
担
保
の
提
供
）

（
納
期
限
の
延
長
の
担
保
の
提
供
）

第
四
十
一
条

省

略

第
四
十
一
条

同

上

２

法
第
三
十
条
の
六
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
命
令
は
、
提
供
す
べ
き
担
保
の
金
額

を
記
載
し
た
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
帳
義
務
）

（
記
帳
義
務
）

第
五
十
二
条

省

略

第
五
十
二
条

同

上

２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

４

法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
三
十
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
申
告

４

法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
三
十
条
の
六
第
三
項
に
規
定
す
る
特
例
輸
入

者
は
、
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
六
十
七
条
（
輸
出
又
は
輸
入

者
は
、
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
六
十
七
条
（
輸
出
又
は
輸
入

の
許
可
）
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
許
可
ご
と
に
、
そ
の
引
取
り
に
係
る
酒
類
の
区
分
及

の
許
可
）
の
規
定
に
よ
る
輸
入
の
許
可
ご
と
に
、
そ
の
引
取
り
に
係
る
酒
類
の
区
分
及

び
種
別
、
区
分
及
び
種
別
ご
と
の
数
量
並
び
に
当
該
輸
入
の
許
可
の
年
月
日
及
び
そ
の

び
種
別
、
区
分
及
び
種
別
ご
と
の
数
量
並
び
に
当
該
輸
入
の
許
可
の
年
月
日
及
び
そ
の

許
可
書
の
番
号
を
帳
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
事
項
の

許
可
書
の
番
号
を
帳
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
事
項
の

全
部
又
は
一
部
が
関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
第
四
条
の
十

全
部
又
は
一
部
が
関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
第
四
条
の
十

二
第
二
項
（
帳
簿
の
記
載
事
項
等
）
の
書
類
又
は
輸
入
の
許
可
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る

二
第
二
項
（
帳
簿
の
記
載
事
項
等
）
の
書
類
又
は
輸
入
の
許
可
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る

場
合
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
整
理
し
て
保
存
す
る
と
き
は
、
当
該
全
部
又
は
一

場
合
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
整
理
し
て
保
存
す
る
と
き
は
、
当
該
全
部
又
は
一

部
の
事
項
の
帳
簿
へ
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

部
の
事
項
の
帳
簿
へ
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

省

略

５

同

上

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


